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業界団体のヒアリング結果 

 

海外コンサルティング協会 

①不正腐敗防止のために業界団体として行ってきた又は今後行う施策 

・04 年、協会内に「コンプライアンス研究会」を立ち上げ、経団連や他の業界から講

師を招聘しセミナーを開催。業界内のグッドプラクティスについても紹介。 

・05 年、倫理プログラムを作成。会員企業の社長で構成される理事会において、講師 

を招へいして研修を実施。 

・06年の公益通報者保護法施行に伴い、協会事務局に会員企業向けの通報窓口を設置。 

・会員企業 60 社のうち、半数以上は社内セミナー、研究会、行動規範の作成、コンプ

ライアンス室の設置などを実施済み。事業規模の小さい会員企業についても、徹底す

るよう要請。 

 

②海外で ODA 事業を行うにあたっての課題、及び政府・JICA への要望事項 

・国際機関と比較して、円借款のコンサル選定における JICA の関与度合いは低い。例

えば、世銀はコンサル選定過程で疑義があれば、随時実施機関に質問している。その

点、現在 JICA は、STEP 案件を中心に SAPMAN(調達実施支援調査)を行っているが、今

後対象件数（例えば、借款金額の大きな案件）、支援内容（例えば、プロポーザル評価

自体についてもスコープに含む）の拡充により、JICA の関与を高めて選定過程の透明

性を確保することは望ましい（ただし、途上国政府のオーナーシップとのバランスも

必要）。 

・コンサル選定過程で疑義が生じた場合、JICA が直接チェックするスキームを構築す

ることは、けん制効果があると考える。 

・JICA 事務所において、現地で働くコンサル・ゼネコン業者が（調達に限らず、土地

収用や環境配慮などの問題についても）相談できるような体制を整備すると共に、事

務所職員（日本人）との意見交換の機会を増やしてほしい。 

・円借款の迅速化の促進とコンサル選定における日本側の責任を一層明確化するとの

観点から、コンサルタント・サービスを、有償勘定技術支援費などを活用して技術協

力事業として実施して欲しい。 

・日本政府や JICA に、不正腐敗に係る通報窓口を設置することについては、一定のけ

ん制効果はあると思うが、通報内容の取り扱い、通報企業（個人）の通報による悪影

響がないよう特段の配慮が求められる。 

 














